
 

１ 共生社会と学校教育 

 

 

 

（１）「共生社会」について 

  ○ 「共生社会」とは 

「共生社会」とは、これまで必ずしも十分に社会参加できるような環境になかった障が

い者等が、積極的に参加・貢献していくことができる社会です。それは、誰もが相互に人

格と個性を尊重し支え合い、人々の多様な在り方を相互に認め合える全員参加型の社会を

目指しています。 

 

  ○ 「共生社会」の形成に向けて 

学校教育は、障がいのある子どもの自立と社会参加を目指した取組を含め、「共生社会」

の形成に向けて、重要な役割を果たすことが求められています。そのためにも「共生社会」

の形成に向けたインクルーシブ教育システム構築のための特別支援教育の推進が必要とさ

れています。 

 

 （２）インクルーシブ教育システムの構築のために 

   ○ 「インクルーシブ教育システム」の定義 

    障害者の権利に関する条約第２４条によれば、「インクルーシブ教育システム」（inclusive 

education system、署名時仮訳：包容する教育制度）とは、人間の多様性の尊重等の強化、

障がい者が精神的及び身体的な能力等を可能な最大限度まで発達させ、自由な社会に効果的

に参加することを可能とするとの目的の下、障がいのある者と障がいのない者が共に学ぶ仕

組みであり、障がいのある者が「general education system」（署名時仮訳：教育制度一般）

から排除されないこと、自己の生活する地域において初等中等教育の機会が与えられること、

個人に必要な「合理的配慮」が提供される等が必要とされています。 

 

○ インクルーシブ教育システムの基本的な方向性 

インクルーシブ教育システムの構築のためには、障がいのある子どもと障がいのない子ど

もが、可能な限り同じ場で共に学ぶことを目指すべきであり、その際には、それぞれの子ど

もが、授業内容を理解し、学習活動に参加している実感・達成感をもちながら、充実した時

間を過ごしつつ、生きる力を身に付けていけるかどうかという最も本質的な視点に立つこと

が重要です。 

   ＊インクルーシブ教育システムに関する研修コンテンツ 

    https://special-center.fcs.ed.jp/page_20240322025508    

 

 

【ポイント】 

▶「共生社会」の形成に向けて 

活用資料：【資料１－１】 

＊関連する関連資料について、本人や保護者等に説明できる資料を掲載しております。（以下、同じ） 
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